
 

 

 

三沢市建設工事等総合評価落札方式試行要領 

 

 

（趣旨） 

第１条  この要領は、三沢市が発注する建設工事等（以下「工事等」という。）につい

て、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「令」という。）第167条の10の

２（令第167条の12第４項及び令第167条の13において準用する場合を含む。）の規定

に基づき、価格及びその他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした

者を落札者とする方式（以下「総合評価落札方式」という。）の試行に関して必要な

事項を定めるものとする。 

（対象工事等） 

第２条  総合評価落札方式により入札を行う工事等（以下「対象工事等」という。）は、

次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、災害復旧など緊急を要する工事

等を除く。 

(1)  原則として１件につき設計金額が５千万円以上の建設工事で、入札価格のほか企

業の技術力等を総合的に評価することが適当と認められるもの 

(2)  原則として１件につき設計金額が１千万円以上の建築関係建設コンサルタント業

務及び土木関係建設コンサルタント業務で、入札価格のほか企業の技術力等を総合的

に評価することが適当と認められるもの 

２  市長は、前項に規定する工事等のほか、総合評価落札方式を適用することが適当で

あると認める工事等についても対象とすることができる。 

３ 対象工事等は、競争入札参加者選定等審査会規程（平成30年三沢市訓令第2号）第

１条に規定する競争入札参加者選定等審査会で審議し、選定した上で市長に報告する

ものとする。 

（落札者決定基準） 

第３条 市長は、令第167条の10の２第３項（令第167条の13において準用する場合を含

む。）に規定する落札者決定基準（以下「落札者決定基準」という。）として、対象

工事等ごとに、評価項目及び評価基準その他必要な事項を定めるものとする。 

（学識経験を有する者の意見の聴取） 

第４条 市長は、落札者決定基準を定めようとするときは、令第167条の10の2第4項及び

地方自治法施行規則（昭和22年内務省令第29号）第12条の4の規定に基づき、あらか

じめ、２人以上の学識経験を有する者（以下「学識経験者」という。）の意見を聴か

なければならない。 

２  市長は、令第167条の10の2第5項の規定に基づき、前項の規定による意見聴取にお

いて、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについ

て、併せて意見を聴くものとする。 

（入札の公告等） 

第５条 市長は、総合評価落札方式による競争入札を行おうとするときは、入札参加者

に対して基本的な事項の他に、次の各号に掲げる事項についても公告又は通知をしな



 

 

 

ければならない。 

(1)  総合評価落札方式の対象工事等であること。 

(2)  評価項目及び評価基準 

(3)  その他必要と認める事項 

（総合評価の方法） 

第６条 総合評価の方法は、入札価格から算出した価格評価点に、価格以外の評価点を

加えて得た数値（以下「総合評価点」という｡）をもって行うものとする。 

総合評価点 ＝  価格評価点 ＋ 価格以外の評価点 

（落札者の決定方法） 

第７条 落札者は、次に掲げる入札者のうち、総合評価点の最も高い者とする。 

(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲内である者 

(2)  三沢市低入札価格調査制度事務取扱要領（平成17年8月25日制定）に基づき低入

札価格調査制度を適用する入札にあっては、入札価格が同要領第３及び第５に規定

する調査基準価格を下回る場合は、同要領に基づく調査において履行可能と認めら

れる者 

２  落札者決定の際に改めて学識経験者の意見聴取が必要とされた場合は、落札者決定

に関し意見を聴取するものとする。 

３  総合評価点の最も高い者が２人以上あるときは、くじにより落札者を決定するもの

とする。 

（入札結果の公表） 

第８条 市長は、総合評価落札方式の入札結果について､落札決定後速やかに公表するも

のとする。 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか、総合評価落札方式の試行について必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、平成 22 年 10 月 26 日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成 30 年 4 月 1 日から実施する。 

附 則 

この要領は、平成 30 年 9 月 1 日から実施する。 

 


